
組織整備法に基づく届出書の提出先
を判断するためのフロー図

「対象業種」に
属する事業の用
に供する工場？

Yes No

厚木市内の工場

「対象施設①」を
設置している？

当該工場に係る届出書提出先

神奈川県県央地域県政総合
センター環境部環境保全課

「対象施設②」を
設置している？

届出不要当該工場に係る届出書提出先

厚木市環境農政部生活環境課

神奈川県県央地域県政総合センター環境部環境保全課

所在地 厚木市水引2-3-1（厚木合同庁舎内）

電話番号 046-224-1111（厚木合同庁舎代表）

ばい煙発生施設、特定粉じん発
生施設、ダイオキシン類発生施
設のいずれか

Yes No

Yes No

届出不要

汚水等排出施設、騒音発生施設、
一般粉じん発生施設、振動発生
施設のいずれか

製造業（物品の加工業を含む）、
電気供給業、ガス供給業、熱供
給業のいずれか

厚木市環境農政部生活環境課

所在地 厚木市中町３－１７－１７

電話番号 046-225-2752（直通）


